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令和３年度更生保護法人清心寮事業計画              
 

１  コロナ禍への対応  

(1) 新型コロナ感染症の感染予防のため、マスクの常時着用、除菌・手

洗いの励行などを 寮生及び職員に徹底するとともに、 換気の強化、対

面パーテーションの設置など建物内の飛沫感染の予防を進める。  

(2) 万が一感染者が発生した場合に備え、隔離室の確保、防護服などの

備え、発生の場合の対応手順の事前確認などの徹底を図る。  

  

２  経営に関する事項  

 (1)  更 生 保 護 事業 の 円 滑 な 推 進 を図 る た め 、 地 方 公共 団 体 を 始 め 関 係

機関・団体との連携を密にし、その理解と協力を得ることに努める。 

 (2)  健 全 な 事 業運 営 に 資 す る た め 、 引 き 続 き 経 営 基盤 の 強 化 に 取 り 組

む。  

 (3)  地 域 社 会 の理 解 と 協 力 を 得 るた め 、 地 域 と の 交流 、 地 域 へ の 貢 献

活動及び広報活動を推進する。  

 (4)  施 設 、 設備の 適 切 な 維 持 管 理及 び 処 遇 体 制 の 充実 等 に 資 す る た め

の改善に努める。  

(5) 情 報 公 開 に 努 め る と と も に 、 コ ン プ ラ イ ア ン ス 活 動 を 推 進 し 、法

令に則った公正な事業運営に努める。  

(6) 施 設 の 老 朽 化 及 び コ ロ ナ 禍 へ の 対 応 に 伴 う 費 用 増 に 備 え る た め、

収支を再点検し、節約に努める。  

 

３  継続保護事業に関する事項  

(1)  保 護 観 察 所 や 矯 正 施 設 と 連 携 し て 、 被 保 護 者 の 適 切 な 選 択 及 び 積

極的な受入れを行う。  

 (2)  高 齢 者 及 び障 害 者 な ど を 受 入れ て 生 活 自 立 機 能の 回 復 支 援 に 努 め

るとともに、地域生活定着支援センターや関係機関・団体と連携して

円滑な社会生活移行の支援及び調整を図る。  

(3)  施 設 内 の 秩 序 を 維 持 し 、 犯 罪 ・ 非 行 等 の 問 題 行 動 を 未 然 に 防 止す
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るため、施設の適正な管理運営に努める。  

 (4)  保 護 司 組 織・ 更 生 保 護 女 性 会 等 更 生 保 護 諸 団 体と 一 層 緊 密 に 連 携

するとともに、地域社会の諸団体が行う関連 事業に積極的に参加する。 

 (5) 被 保 護 者 に対 す る 処 遇 活 動 の充 実 を 図 る た め 、職 員 の 個 別 担 当 制

を十分に機能させるとともに、ＳＳＴ等による処遇プログラムの充実

に努める。  

(6) 就 労 の 確 保 と 安 定 を 図 る た め 、 ハ ロ ー ワ ー ク ・ 就 労 支 援 事 業 者機

構 等 と の 連 携 を 一 層 緊 密 に す る と と も に 、 就 職 情 報 の 収 集 及 び 活 用

や協力雇用主など社会資源の開発に努める。  

(7) 被保護者の心情及び行状の安定を図り 、更生意欲を助長するため、

被保護者を主体とした文化活動を積極的に推進する。  

(8） 保護観察対象者及び更生緊急保護対象者 等の社会復帰支援を一層円

滑に進めるため「埼玉社会復帰支援ネ ットワーク協議会」との緊密な

連携を図る。  

 

４  一時保護事業に関する事項  

（ 1）  退 寮し た被 保 護者 及び 満 期釈 放 者 に 対し 地 域に お ける 自立の継続

を支援するため訪問等による生活相談等を積極的に実施する。  

（２）退寮者等の薬物依存からの回復に資するため、保護観察所等と連携して必

要な支援を実施する。 

 

５  休眠預金を活用した地域連携による再犯防止事業に関する事項  

休眠預金を活用した事業助成を受けて、埼玉県就労支援事業者機構、

埼 玉 県 Ｂ Ｂ Ｓ 連 盟 等 と の 地 域 連 携 に よ る 複 合 的 再 犯 防 止 事 業 を 推 進 す

る。  

 

６  研修と研究に関する事項  

  更生保護施設の経営及び被保護者の処遇の 充実に資するため、更生保

護施設職員の研修体系モデルに従い、更生保護施設に関する処遇関連教

材等を使用した職場内研修を定期に継続して実施するほか、部外で 開催

される関連研修、研究会等へ積極的に参加する。  


